


訪問介護とは、訪問介護員（介護福祉士、ホームヘルパー）などが、ご利用者の自宅を直接訪問して、入浴、排せつ、食
事等の介助をする「身体介護」や調理、洗濯、掃除等の家事といった「生活援助」を行うサービスです。
住み慣れた地域やご家庭で、安心して自分らしい暮らしを続けるため、生活を援助します。

訪問介護とは？

移動
・移乗介助

排泄介助 食事介助

体位変換・
起床・就寝介助
体位変換・
起床・就寝介助

入浴介助
・清拭

更衣・
整容介助

サービス開始までの流れ

ご利用頂ける方

事業所にお電話、来所いずれもお気軽にお問い合わせ下さい。

ご自宅に訪問し、ケアマネージャー同席の上、ご家族と具体的
な打ち合わせを行います。

お問い合わせ

または、病院の医療相談員やケアマネージャーにご相談下さい。

下記に該当された方が対象です。

原因に関わらず介護が必要となった場合にサービスが受けられます。

健康（医療）保険に加入している方で、特定疾病が原因で介護が必要に
なった場合にサービスが受けられます。

65歳以上(第1号被保険者)の方

介護保険

障害のある方に加えて難病のある方も一部対象となります。

障害福祉サービスの対象者

40～64歳まで(第2号被保険者)の方

ケアマネージャーとの打ち合わせ2

初回はサービス提供責任者と担当の訪問介護員が訪問し、「訪
問介護計画書」に沿ってサービスを提供します。

サービスの提供4

いちい訪問介護サービスと契約3

0123-21-8116 9：00～17：00受付時間

サービス提供時の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意下さい。

※訪問介護員は、医療行為や年金等の金銭の取り扱いは致しかねますので、ご了承下さい。（生活援助としての買い物に伴う少額の金
　銭は取り扱い可能です）

※訪問介護職員は、介護保険制度上、ご利用者（要介護者）の介護や家事の準備等を行うこととされています。ご利用者が生活を送る
　うえで日常的に必要ではない行為（ペットの散歩、窓のガラス拭き等）、ご利用者以外の方に対する行為（家族の方の食事準備等）は
　介護保険適用外となりますので、その際はご相談下さい。

ご注意

買 物

洗 濯

ベッドメイク

薬の
受け取り

調 理

掃 除
サービス利用料は１割負担

（一定以上所得者の場合は２割又は３割）となります。
支給限度額を超えて介護保険サービスを利用した分については、

自己負担となります。

1

日常生活に必要な
家事全般を援助いたします。

生活援助サービス

お身体の状態に合わせて、
専門的な介護サービスを提供いたします。

身体介護サービス


